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ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成実施要領 

 

 

公益財団法人日本デザインナンバー財団（以下「財団」という。）が、定款第４条第

２項の規定に基づいて実施する、ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等

に対する助成事業については、公益財団法人日本デザインナンバー財団助成対象者選

考規程（以下「選考規程」という。）に定めるほか、この要領の定めるところによる。 

 

（目的） 

第１条 この助成事業は、ラグビーワールドカップ２０１９に係る大会開催会場への

観客輸送等の輸送計画に基づく事業に対し助成を行うことにより、当該大会の円滑

な開催を図り、大会の成功に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において「大会開催会場への観客輸送等の輸送計画に基づく事業」

とは、当該大会の各開催地域の地方自治体等において策定された輸送計画等に基づ

き実施する事業であって、ラグビーナンバープレート利活用協議会（当該大会の各

開催地域の地方自治体、地方運輸局、ラグビー協会等が構成員となり設置された協

議会）において同意された次に掲げる事業をいう。 

 一 主要駅や空港等から大会開催会場までのシャトルバス運行事業 

 二 パーク＆ライドの整備事業 

三 大会開催会場への交通案内に関する広報事業 

 四 その他、大会開催会場への観客輸送力の増強等に資するものとして、公益財団

法人日本デザインナンバー財団助成対象者選考委員会規程に基づく助成対象者選

考委員会（以下「委員会」という。）が認める事業 

２ この実施要領において「助成対象事業」とは、前項各号に掲げる事業とし、助成

対象事業の実施期間については、別に定める。 

３ この要領において「助成対象事業者」とは、助成金の交付を受けようとする団体

で、第１項各号に掲げる事業を実施する者とする（以下「事業者」という。）。 

 

（助成対象経費等） 

第３条 財団は、事業者に対し、当該事業者が実施する助成対象事業に必要な経費（以

下「助成対象経費」という。）に充てるものとして、助成金を交付するものとする。

この場合において、助成対象経費は別表によるものとし、助成金の額は助成対象事



- 2 - 

 

業に充てることができる予算額の範囲内で定めるものとする。 

２ 財団は、前項の助成対象事業に充てることができる予算額、申請期間等の募集要

項を毎年度、別に定めるものとする。 

 

（交付申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする事業者は、様式第１によるラグビーワールド

カップ２０１９輸送力増強事業等助成金交付申請書（以下「申請書」という。）に添

付資料を添えて、別に定める日までに財団に申請しなければならない。 

２ 前項の申請に当たっては、当該助成金に係る消費税等仕入控除税額（助成対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金

額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じ

て得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請

時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

はない。 

 

（交付決定の通知） 

第５条 財団は、前条第１項のうち、助成対象事業の申請を受け付けたときは、委員

会による助成金の交付の適否の交付決定（以下「交付決定」という。）を経て、様式

第２によるラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金交付決定通知

書（以下「交付決定通知書」という。）により当該事業者に通知するものとする。こ

の場合において、委員会が適正な交付を行うために必要があると認め、交付申請に

係る事項につき修正や条件を付して交付決定したときは、その内容を通知するもの

とする。 

 

（不服の申立及び申請の取下げ） 

第６条 助成金の交付決定を受けた事業者は、当該通知に係る助成金の交付の決定内

容又はこれに付された条件に不服がある場合、あるいは助成金の交付申請を取り下

げようとする場合は、財団が交付決定通知書に指定した期日までにその旨を記載し

た書面を財団に提出しなければならない。 

 

（助成対象事業の変更等の承認申請） 

第７条 助成金の交付決定を受けた事業者は、次の各号の一に該当するときは、あら

かじめ様式第３によるラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象



- 3 - 

 

事業の変更等承認申請書に添付資料を添えて財団に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

一 助成対象事業を中止又は完遂する見込みがなくなったとき。 

二 助成対象事業の内容を変更するとき。 

２ 財団は、前項の承認をする場合において、必要に応じて、委員会に意見を求めた

上、交付決定の内容を変更し、又は条件を付すものとする。 

 

（状況報告） 

第８条 助成金の交付決定を受けた事業者は、助成対象事業の遂行及び支出状況につ

いて財団の要求があった場合は、速やかに様式第４によるラグビーワールドカップ

２０１９輸送力増強事業等助成対象事業状況報告書に添付資料を添えて財団に報告

しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 助成金の交付決定を受けた事業者は、助成対象事業を完遂した日若しくは完

遂する見込みがなくなったとして承認を受けた日から３０日以内に、様式第５によ

るラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象事業実績報告書（以

下「実績報告書」という。）に添付資料を添えて財団に報告しなければならない。 

２ 前項の実績報告に当たっては、当該助成金に係る消費税等仕入控除税額を減額し

て報告しなければならない。ただし、実績報告時において当該消費税等仕入控除税

額が明らかでないものについては、この限りではない。 

３ 第１項の実績報告の期限について、財団の別段の承認を受けたときは、その期限

によることができる。 

４ 第１項の実績報告書による報告をした場合には、選考規程第９条の事業報告書を

提出したものとみなす。 

 

（額の確定及び通知等） 

第１０条 財団は、前条第１項の実績報告を受け付けたときは、必要に応じて現地調

査等を行い、その報告にかかる助成対象事業の実施結果が助成金の交付決定の内容

（第７条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第６によるラグ

ビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金の額の確定通知書により当該

事業者に通知するものとする。この場合において、適正な交付を行うために必要が

あると認め、実績報告に係る事項につき修正や条件を付して額を確定したときは、
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その内容を通知するものとする。 

２ 前項の助成金の額の確定方法は、別表に定めるところによる。 

３ 財団は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助

成金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から３０日以内とし、期限内

に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴することができる。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第１１条 第９条第２項のただし書による助成金に係る消費税等仕入控除税額を減額

していない額の確定通知を受けた事業者において、消費税の申告等により当該助成

金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、様式第７による消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額報告書（以下「報告書」という。）に添付資料を添えて速

やかに財団に報告しなければならない。 

２ 財団は、前項の報告を受け付けたときは、当該消費税等仕入控除税額の全部又は

一部の返還を命ずるものとする。 

３ 前条第４項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第

４項中「助成金」とあるのは、「消費税等仕入控除税額の全部又は一部」と読み替え

るものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第１２条 財団は、第７条第１項第１号の助成対象事業の中止等の申請があった場合

及び次の各号の一に該当するときは、委員会に意見を求めた上、第５条の交付決定

の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 助成事業を実施せず、実施する意思が認められないとき。 

二 提出した書類に虚偽があったとき。 

三 助成金を目的以外に消費したとき。 

四 第３条第２項に定める助成対象事業に充てることができる予算額が変更となっ

たとき。 

五 その他適正と認められないものとして財団の理事会が認めたとき。 

２ 財団は、前項の取消しをした場合において、その取消に係る部分に関し、既に助

成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命

ずることができる。 

３ 財団は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る助成金の受領の日から納
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付の日までの日数に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を合

わせて命ずるものとする。 

４ 第１０条第４項の規定は、第２項の場合について準用する。 

 

（助成金の支払） 

第１３条 財団は、第１０条の交付すべき助成金の額を確定した後、全額又は必要に

より分割した額の助成金を支払うものとする。ただし、必要があると認める場合は、

助成金の全部又は一部について概算払いをすることができる。 

２ 額の確定の通知を受けた事業者が、前項の助成金の支払を受けようとするときは、

様式第８によるラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金支払請求

書を提出して財団に請求しなければならない。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１４条 助成金の交付を受けた事業者は、助成対象経費により取得し、又は効用の

増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、助成対象事業の完遂後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付目的に従って、その

効率的運用を図らなければならない。 

２ 取得財産等を別に定める財産処分制限期間を経過する日までの間に処分する場合

には、事前にその旨を財団に書面にて通知し、承認を得なければならない。 

３ 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、そ

の収入の全部または一部を財団に納付しなければならない。 

 

（帳簿の保管義務） 

第１５条 助成金の交付を受けた事業者は、助成対象事業に関する収支を明らかにし

た帳簿等を備え、助成対象事業完遂後５年間保存しなければならない。 

 

（監査） 

第１６条 財団は、助成金の交付後に助成対象事業に係る資金支出、会計処理、施設

等の確認等の監査が行えるものとし、事業者はこれに協力しなければならない。 

 

第１７条 この実施要領に定めのないものについては、別に定めるところによる。 
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附 則 

この実施要領は、平成３０年７月２日から施行する。 

 

 附 則 

（施行期日） 

第１条 この実施要領は、平成３１年３月２６日から施行する。 

（交付申請に関する経過措置） 

第２条 この実施要領の施行前に第４条の規定に基づく交付申請が行われたものにつ

いては、施行後の募集要項に基づき申請されたものとみなす。  
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別表 

 

 

助成対象経費等 

 

助成対象事業 助 成 対 象 経 費（※） 助成金の額 
助成金の額の 

確定方法 

1.主要駅や空港

等から大会開

催会場までの

シャトルバス

運行事業 

 

①シャトルバスの運行費（運転手等の人件

費、車両借料費、燃料費等） 

②シャトルバス専用停留所の設置費（停留

所設置場所借料費、停留所作成費等） 

③交通案内板等の設置費（案内板作成費、

案内板設置費等） 

         等 

予算額の範囲

内において、

助成対象者選

考委員会によ

り大会開催地

域毎に定めた

額 

助成対象事業に要

した助成対象経費の

実績額と、これに対

応する助成金交付決

定額（変更したとき

は、変更後の額）との

いずれか低い額 

2.パーク＆ライ

ドの整備事業 

 

 

 

 

①駐車場の整備費（駐車場借料費、誘導員

等の人件費、案内板作成費、案内板設置

費等） 

②駐車場から大会開催会場までのシャトル

バスの運行事業費（１．と同じ） 

等 

〃 〃 

3.大会開催会場

への交通案内

に関する広報

事業 

 

 

①交通手段等の案内に関する広報費（チラ

シ等の作成費、印刷費、配布費等） 

②大会開催会場や主要駅等の施設内におけ

る交通案内費（案内板作成費、案内板設

置費等） 

等 

〃 〃 

4.その他、大会

開催会場への

観客輸送力の

増強等に資す

るものとし

て、助成対象

選考委員会が

認める事業 

①大会開催会場への観客輸送力の増強等に

資する事業を実施するために必要な経費 

〃 〃 

※助成対象事業者が助成対象事業を実施するに当たり、当該事業の利用者等から利用料等を収受す

る場合には、助成対象事業における助成対象経費から当該利用料等を控除するものとする。 
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様式第１（第４条第１項関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

 

 

 

助成対象事業者 所 在 地 

名   称 

代表者役職・氏名          印 

 

 

 

ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金交付申請書 

 

 ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金の交付を受けたいので、ラグ

ビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成実施要領第４条第１項の規定に基づ

き、別紙のとおり申請します。 
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様式第１ 別紙１                              助成対象事業者名                  
 

助成対象事業の概要                                             （単位：円） 

助成対象事業 
事業の着手及び

完了予定日 

助 成 対 象 経 費 
助成金交付申請額 

経  費  内  訳 金   額 

 

 

 

 

 

 

 

着手予定日 

 

 

完了予定日 

 

 

 

①      費 

（算出式等） 

 

②      費 

（算出式等） 

 

 

 円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

着手予定日 

 

 

完了予定日 

 

①      費 

（算出式等） 

 

②      費 

（算出式等） 

円 

 

 

円 

 

円 

合   計   円 円 

（注）消費税等仕入控除を減額して申請する場合は、次の算式を明記すること。減額して申請しない場合にはその旨を明記すること。 

    消費税等仕入控除前の助成対象経費（総額）－消費税等仕入控除税額（総額）＝助成対象経費 

 

（添付資料）  (1) ラグビーナンバープレート利活用協議会の同意が得られていることがわかる資料 

(2) 助成対象事業が明記された輸送計画の内容がわかる資料 

(3) 助成対象経費の算出の根拠となる資料（契約書（写）、請書（写）、見積書（写）等） 

(4) 会社概要及び業務内容がわかる資料（地方自治体の場合は除く） 

(5) その他助成金の交付に関して参考となる資料 
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様式第１ 別紙２ 

 

助成対象事業者名                  

 

 

助成対象経費 財源内訳（予定） 

 

（単位：円） 

財 源 調 達 先 調 達 金 額  

 

財      団 

（助成金交付申請額を記入） 

 

円  

都 道 府 県 補 助 

（具 体 名） 

 

 

円  

市 町 村 補 助 

（具 体 名） 

 

 

円  

 

そ の 他 補 助 

（具 体 名） 

（注２）利用料金収受額 

 

円  

 

 

自 己 財 源 

 

 

円  

 

 

助成対象経費合計 

 

 

円  

 

（注 1）財団以外からの補助金額が助成金交付申請時において未定の場合は、 

申請額もしくは申請予定額を記入すること。 

 

（注 2）利用者からの利用料金を収受する場合について、収受（予定）総額をその

他補助欄に記入すること。 
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様式第２（第５条関係） 

 

日デ財発第          号 

平成  年  月  日 

 

 

助成対象事業者 殿 

 

 

 

公益財団法人日本デザインナンバー財団 

理事長            印 

 

 

ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金交付決定通知書 

 

 平成  年  月  日付け   第   号をもって交付申請のありましたラグビーワ

ールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金につきましては、ラグビーワールドカップ

２０１９輸送力増強事業等助成実施要領第５条の規定に基づき、下記のとおり交付決定し

たので通知します。 

 

記 

 

１．助成金交付決定額 

    助成対象経費     金           円 

    助成金の額     金           円 

 

 ２．助成金交付決定に当たっての条件 

 

 

 

（注１）助成金の額の確定は、実施要領第９条の規定による実績報告書（様式第５）に基

づき確定します。 

（注２）助成対象事業の変更等（変更・中止）が生じた場合は、実施要領第７条第１項の

規定による変更等承認申請書（様式第３）を提出してください。 

（注３）この交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合、あるいは助成金

の交付申請を取り下げようとする場合は、実施要領第６条の規定による不服の申

立あるいは交付申請の取り下げを平成  年  月  日までに提出してくだ

さい。 
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様式第３（第７条第１項関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

 

 

 

助成対象事業者 所 在 地 

名   称 

代表者役職・氏名          印 

 

 

ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象事業の変更等承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け日デ財発第   号をもって助成金の交付決定通知があ

りましたラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象事業について、その

内容を変更等したいので、ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成実施要

領第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．変更等する助成対象事業 

 

２．変更等後の助成対象事業の内容 

  （様式第１別紙１及び２の写しに変更等の内容を記入して添付すること） 

 

３．変更等する理由 

 

４．変更等後の助成対象事業に関する資料（変更後の契約書等） 
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様式第４（第８条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

 

 

 

助成対象事業者 所 在 地 

名   称 

代表者役職・氏名          印 

 

 

ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象事業状況報告書 

 

 平成  年  月  日付け日デ財発第   号をもって助成金の交付決定通知があ

りましたラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象事業について、その

実施状況等に関して、ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成実施要領第

８条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．助成対象事業の遂行状況 

 

 

２．助成対象事業の支出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本報告に関する資料等がある場合は、添付すること。 



 

 

- 14 - 

 

様式第５（第９条第１項関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

 

 

 

助成対象事業者 所 在 地 

名   称 

代表者役職・氏名          印 

 

 

ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象事業実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け日デ財発第   号をもって助成金の交付決定通知があ

りましたラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象事業について、その

事業が完遂したので、ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成実施要領第

９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり報告します。 
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様式第５ 別紙１                              助成対象事業者名                  
 

助成対象事業の実績                                             （単位：円） 

助成対象事業 
事業の着手 

及び完了日 

助 成 対 象 経 費 
助成金交付決定額 

経  費  内  訳 金   額 

 

 

 

 

 

着手日 

 

 

完了日 

 

 

 

①     費 

（算出式等） 

 

②     費 

（算出式等） 

 

 円 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

 

着手日 

 

 

完了日 

 

①     費  

（算出式等） 

 

②     費 

（算出式等） 

円 

 

 

円 

 

円 

合   計   円 円 

（注）消費税等仕入控除を減額して報告する場合は、次の算式を明記すること。減額して報告しない場合にはその旨を明記すること。 

    消費税等仕入控除前の助成対象経費（総額）－消費税等仕入控除税額（総額）＝助成対象経費 

 

（添付資料）  (1) 助成対象経費の算出の根拠となる資料（契約書（写）、請書（写）、請求書（写）、領収書（写）等） 

(2) 助成対象事業の実施状況が分かる写真 

(3) 助成対象経費の収支が記載された助成対象事業者の収支決算書（ただし、実績報告時に収支決算書が未確定等の理由で添付 

できない場合には、確定した段階で速やかに提出すること。） 

(4) その他助成金の交付に関して参考となる資料 
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様式第５ 別紙２ 

 

助成対象事業者名                  

 

 

助成対象経費 財源内訳（実績） 

 

（単位：円） 

財 源 調 達 先 調 達 金 額  

 

財      団 

（助成金交付決定額を記入） 

 

円  

都 道 府 県 補 助 

（具 体 名） 

 

 

円  

市 町 村 補 助 

（具 体 名） 

 

 

円  

 

そ の 他 補 助 

（具 体 名） 

 

 

円  

 

 

自 己 財 源 

 

 

円  

 

 

助成対象経費合計 

 

 

円  

 

（注）財団以外からの補助金額が助成金実績報告時において未定の場合は、 

申請額もしくは申請予定額を記入すること。その場合において、確 

定した段階で本別紙２を再度提出すること。 
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様式第６（第１０条第１項関係） 

 

日デ財発第          号 

平成  年  月  日 

 

 

助成対象事業者 殿 

 

 

 

公益財団法人日本デザインナンバー財団 

理事長            印 

 

 

ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金の額の確定通知書 

 

 平成  年  月  日付け  第   号をもって実績報告のありましたラグビー

ワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金につきましては、ラグビーワールドカ

ップ２０１９輸送力増強事業等助成実施要領第１０条第１項の規定に基づき、下記のと

おり助成金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

助成金の額     金           円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）実績報告時に、助成金に係る消費税等仕入控除税額を減額していない場合は、消費

税の申告等により当該助成金に係る消費税等仕入控除税額が確定した段階で、実施

要領第１１条第１項に規定する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

を提出してください。 
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様式第７（第１１条第１項関係） 

平成  年  月  日 

 

 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

 

 

 

助成対象事業者 所 在 地 

名   称 

代表者役職・氏名          印 

 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 平成  年  月  日付け日デ財第   号をもって助成金の額の確定通知のあり

ましたラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成対象事業について、消費税

の申告等により当該助成金に係る消費税等仕入控除税額が確定したので、ラグビーワール

ドカップ２０１９輸送力増強事業等助成実施要領第１１条第１項の規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１．助成金の額（実施要領第１０条第１項による額の確定額） 

金             円 

 

２．助成金の額のうち消費税及び地方消費税相当額 

                        金                     円 

 

３．２．のうち仕入控除税額の対象にならなかった額 

金             円 

 

４ 助成金返還相当額（２．の額から３．の額を差し引いたもの） 

金                      円 

 

 

（注１）本報告に関する資料（確定申告書等）等を添付すること。 

（注２）助成金返還相当額が生じた場合には、実施要領第１１条第２項の規定に基づ

き、その金額の返還を命ずる。 
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様式第８（第１３条第２項関係） 

平成  年  月  日 

 

 

公益財団法人 

  日本デザインナンバー財団 理事長 殿 

 

 

 

助成対象事業者 所 在 地 

名   称 

代表者役職・氏名          印 

 

 

ラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金支払請求書 

 

平成  年  月  日付け日デ財発第   号をもって助成金の額の確定通知があ

りましたラグビーワールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成金について、ラグビーワ

ールドカップ２０１９輸送力増強事業等助成実施要領第１３条第２項の規定に基づき、下

記のとおり助成金の支払いを請求します。 

 

記 

 

１．請 求 額    金          円 

 

２．受 取 人    ﾌﾘｶﾞﾅ 

（口座名義人）   住 所                         

ﾌﾘｶﾞﾅ 

           氏 名                         

 

３．振込先金融機関及び支店名 

 

４．預金種別 

 

５．口座番号 

 

 

（注１）実施要領第１３条第１項の規定による概算払いの場合は、表題の「支払」を

「概算払」、文中「額の確定」を「交付決定」に変更すること。 

（注２）上記２．の受取人の住所及び氏名には、上段にｶﾀｶﾅでﾌﾘｶﾞﾅを付けること。 
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